遭難対策システム

マニュアル
筑波大学体育会ワンダーフォーゲルクラブ
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マニュアルの作成について

クラブ員の全員が遭難対策システムを理解し、事故が起こらないよう、また実際に事故が起こったときにどう行動すればよいかを把握するために、マニュアルの改訂版を作成した。当クラブは「自由」というところが大きな魅力であるが、「自由」の履き違えをしてはいけないと思う。バリエーション研究班のステップアップや山行計画・活動人数の増加を考えると、それだけ事故の起こる可能性も高くなっていく。やるべきことをやってから、楽しんだり、羽目を外したりほしい。

　　
１、事前安全確認
（１）Party Wandering・合宿を計画するにあたって…

①リーダーの役割と責任

リーダーの役割の最重点は仲間の生命を守るあらゆる努力を払うことである。

遭難事故が起きた場合の責任者となる。
　結果予見の義務

	危険予知…事前にコースの状況、危険箇所、気象状況、地形などについて十分な調査をし、リーダー会に提案・審査をする。適切な装備、食糧を考えること。


　危険回避の義務

	危険回避…注意事項の検討、荒天対策、エスケープルートの検討、危険箇所の通過方法の検討、予備日・予備食・装備の準備、留守隊の設置、救難体制の整備をする。


行動時間をあらかじめ余裕を持って設定し、遅くとも午後２～３時には下山口またはテン場につくように計画する。

②リーダー会の役割と責任

計画やメンバーの力量について、自分自身では客観的に評価しにくいし、どうしてもこれくらいは大丈夫という考え方をしがちである。提案された計画を客観的に把握、審査をする重要な機関である。

・リーダー会の役割は、提案されたワンダリングの計画について、危険予知・危険回避の判断をリーダーから説明を受け、さらにその計画に対して助言・注意をする。

・遭難事故が起きた場合、基本的には責任者とはならないが、適切な審査がされなかった場合、リーダーと同じく責任者となる。

③ワンダリングに参加する人は…

・体調の管理、装備のチェックを行うこと。また、各係の仕事をきちんとすること。自分の力量・体調を考えて、ワンダリングに参加できるかできないかを判断すること。個人で非常食を必ず準備すること。

・行動時に軽率な人、すぐ不平をいう人、協調性の足りない人等、各人の性格の差異が行動と結びついて遭難と関係してくる事に留意しなければならない。

（２）、入山までにすること
①計画書の作成

・ワンダリングの提案をする際には、（１）-①の内容をしっかりと把握し、計画書を作成、ミーティングで募集・提案をするとともに、リーダー会の審査を受ける。

②リーダー会での提案と審査

・リーダー会では、最低一回ずつの提案と審査を行うが、必要に応じて提案・審査を行うものとする。また、バリエーションについては、各研究班内で、提案・審査を行い、リーダー会で十分な説明ができるようにすること。書類の提出等があるため、できる限り直前の審査は避けること。

・リーダー会は、無謀な計画や、事前に下調べができていない計画については、承認をしない。

③留守隊の設定

・P.Wや合宿などの山行ごとに必ず留守隊を定める。可能な限り複数いることが望ましい。
・留守隊は、携帯電話の電波の届きいつでも連絡が取れる人で、基本は山行期間中つくばに在住している者が担当する。留守隊の行動は約１時間内で留守隊本部の設置ができる場所の範囲に限定し、これを認める。

・留守隊はできる限り複数とし、連絡を受ける体制を万全とする。

・留守隊はパーティーからのP.W・合宿の終了連絡を受ける。この連絡がない限り、留守隊の責務は存続する。また、緊急時にはパーティーとの連絡を行う。

・留守隊は緊急時の連絡係となる。

・長期休業中のワンダリングの場合、留守隊は各クラブ員の所在を把握しておくこと。

④顧問・学校・現地連絡先への書類の提出

・計画書は山行前にリーダー会・顧問・留守隊・現地連絡先に必ず提出すること。

・計画書とともに学外行事届を学校（課外教育）に提出すること。その際、主将及び顧問のサインが必要となる。

⑤装備の確認

・使う装備が実際に使えるかどうか、一つ一つ確認すること。テントは実際に組み立ててみること。

・装備分けに参加できなかった者へ分担する装備の内容を必ず知らせること。

（３）予備日およびスライドについて

予備日の定義

	予備日とは、荒天対策および、緊急時に使用することができる行動日である。


スライドの定義

	スライドとは、天候や必要に応じて行動日をずらすことである。

したがって、日程自体がそのまま前後の日に移動するため、行動日数が増えることはない。表記は以下のように日程に添える形をとる。

「○○年○月○日(□)～○月○日(□)　○泊○日＋予備日○日

　※状況により、前に最大△日/(後ろに)最大▲日、日程をスライド


· 計画には、予備日及びスライドの適切な設定が求められる。

· 単にスライドと言った場合、遅らせるものを概ね指すため、「後ろに」は適宜用いる。

・予備日は山行中に使用するもの、スライドは山行前に使用するもの。

予備日の設定

予備日は緊急時に使用する目的以外は基本的には使用しないと本クラブでは解釈している。日程は予備日を含めたもの(但しスライドを含まない日数で、最長で山中にいる日数)にする。例を挙げて説明する。

「2010.09.18（土）～09.19（日）１泊２日＋予備日１日」

この場合は２日で行程を終えなければならない。よって、停滞しつつ計画を続けることはできないことになっている。もしそのまま行動して予備日の行動中に非常事態が起こっても、対処しきれないためである。この場合は５日に留守隊に連絡をしなければならない。

このように、荒天による危険箇所の回避や停滞をしつつ、行動したい場合は、２日以上の予備日を取らなければならない。つまり、予備日１日分は確実に緊急時のために取っておくということである。

　「2010.09.18（土）～09.19（日）１泊２日＋予備日１日

　　　　　　※状況により、最大2日、日程をスライド」

予備日の考え方は変わらない。この場合は最大で２日スライドさせることができる。つまり出発の日が４日、５日、６日のいずれかになる。スライドをする場合は留守隊に必ずその旨を連絡し、メ―リス等を用いてクラブ員・リーダー会員がスライドの実行を把握できるようにする。計画としては１泊２日＋予備日１日の計画に変わりはない。

以上のように、余裕を持った予備日・スライドの設定を行わなければならない。特にバリエーションの内容のものや、長期による計画の場合、その設定は慎重に検討しなければならない。
追記

　2010年8月以前、本クラブでは、上述のスライドのことを「スライド予備日」と表記してきた。クラブ員内で定義されている用語を、対外的に用いる計画書に用いることは好ましくないと考えられるので、「スライド予備日」の表現を廃止することになった。

　この項目に限らず、クラブ員以外の目にふれる計画書のような書類に用いる表現は、説明しなくてもわかることが求められる。
（４）下山してからすること

①留守隊への連絡

・計画の終了を留守隊に電話で連絡すること。

・計画の終了と留守隊への連絡の最終時刻は

４～１０月は18：00、１１～３月は17：00を基本とする。

・上記の時間をオーバーすることが予めわかっており、なおかつリーダー会で認められた場合に限り、留守隊への連絡の最終時刻を遅らせることができる。
②報告書の作成

・報告書を作成し、ミーティング・リーダー会で報告をする。今後の判断材料や、資料となるので、危険箇所や行動時間、判断したことなどを詳しく記入すること。

③装備の返却

・装備の返却をできる限り早く返却すること。

・故障した箇所があれば、早急に装備ノートおよび装備局に必ず報告すること。

（５）遭難しないために…

遭難対策には、事前対策と事後対策がある。事前対策は今まで述べてきた内容だけではない。

・ミーティング時の勉強会

・バリエーション研究班内での勉強会及び技術トレーニング

・道迷いによる遭難防止対策

が挙げられる

□道迷いによる遭難防止対策について□

①25,000分の1地形図中に記載してある記号・地形を読み取り現状と照らし合わせて現在地を予測する力を養う

②コンパスを使って方向や現在地を確認する力を養う

③登山道だけでなく、藪や雪道などルートが存在しないところにルートをとっていく力を養う。

道迷いの主な原因は、「自分たちは正しいルートを進んでいる」という枠組みを作り上げてしまって、その視点から周囲や地図を見ている。迷っていなくても絶えず「今歩いている道は間違っているのでは？」と疑いつつ、ルートファインディングをすることが大事である。

・山行計画書の概念図は手書きにすること。自分の手でルート、尾根、谷、岩場、危険箇所などの事前収集情報を書き込むことで、自分の頭の中に概念図を入れることができるためである。

・道迷い対策として、

第一に、「どうもおかしい」という迷いの危険信号をできるだけ早くキャッチすること。地味な事前調査や概念図・水系図などの作図の努力がここで生きる。

第二に、確実に現在地がわかるところまで引き返し、ルートファインディングをやり直すこと。むやみに歩き回らないこと。

原則としてパーティーは同時行動とする。ただしルートの確認や非常事態時に別行動をする場合は、最低２人以上で行動すること。

以上のような能力を養うためには、勉強会だけでなく、自分が必要だと思えば自主的に勉強することも大事である。勉強会の資料を参考にしてほしい。

次に事後対策については以下に述べる。
２、緊急時・事故発生時対策
①パーティーの行動

各パーティーは原則としてトランシーバーまたは無線機を携帯すること

	Ⅰ、状況判断

　ア　天候、パーティーの能力、健康状態、現場の難易度等を総合判断する。　　イ　非常時には正常時の４～６割の能力しか出ないものと考える。

　ウ　自己脱出か退避かの判断は、最後はリーダーの決断にかかる。

　エ　好天待ちは天気予報、天気図から十分落ち着いて判断する。

　オ　けがの処置は患部を清潔にして、応急処置の範囲に留める。

Ⅱ、安全な場所へ移動

　想定される危険（増水、雪崩、落石、転落等）を十分に考えて場所を選択する。寝ても安全なように十分に場所を確保する。

Ⅲ、互いの連絡を密にする

　Ｃ.Ｌ．、Ｓ.Ｌ．を中心にお互いの緊張不安の緩和に努める。

Ⅳ、着替えなどをして身体を保護

　着替えて体を濡らさないようにして、食事をし、余分な行動をしないよう、体力の保持に努める。

Ⅴ、食糧管理

　予測される事態を冷静に考え、余裕を持った食糧計画を立てる。

Ⅵ、伝令

　原則として二人一組とし、伝令の内容は必要事項を書面化し、無線をできるだけ活用する。

Ⅶ、偵察

　天候、パーティーの疲労状態等を考え、慎重に行動の可否を考える。


救助を要請する場合

・付近にほかのパーティーがいる場合には援助を頼むこと。

・連絡が取れない場合で、人数・時間・天候から判断して、負傷者・病人などの搬送が可能な場合には、自分たちで慎重に搬送する。

無線機でＳＯＳを伝える。

	筑波大学のワンダーフォーゲルクラブで、避難場所、人数、傷病者の状況、現場の気象等を伝える。○○県警察本部地域課（現地連絡先）へ連絡をお願いする。


↓

	現地警察との連絡がついたら、その後は警察の指示に従う。


②留守隊の行動

	Party Wandering・合宿


	警察もしくは顧問の松岡先生からの遭難連絡を受ける
	
	最終予備日（予備日が０日）を使用している


	遭難の可能性があることを主将または副将に連絡網を使って連絡するよう伝える。両者不在の場合はリーダー会員の一人と連絡を取り、連絡網を回すよう伝える。情報収集に努める。


	予備日が０日になっても連絡がない


	留守隊は警察・顧問・大学の緊急連絡先に遭難の連絡をする。また遭難報告があった場合は、事故の詳細、定時連絡を警察と行う。クラブ員との連絡は主将・副将および不在時のリーダー会員一人が担当する連絡責任者が行う。


	臨時リーダー会を開き、遭難対策本部を設置する。情報収集、記録、保険会社への連絡、家族への連絡、会計などの係りを必要に応じて設置する。


	現地への移動や、連絡時間など、指示を受けるので、指示に従う。


	救助作業完了
	
	葬儀及び事故処理作業


	遭難報告書の作成


	遭難対策本部の解散


遭難対策本部の構成

・集合可能なクラブ員・リーダー会員及びOB・OGをメンバーとする。

・本部長、連絡係、記録係、会計係を各一名置く。
・状況に応じて捜索救助隊を組織する。
遭難対策本部の設置

次の場合に遭難対策本部を設置する。

ⅰ)最終下山時刻になっても下山連絡がない。
ⅱ)警察、顧問、学生生活課、他パーティーなどから遭難の知らせを受ける。
ⅰ)の場合は留守隊が、ⅱ)の場合は連絡を受けた者が直ちにメ―リス及び遭難対策システムにより連絡を回し、情報が入ってから1時間以内に遭難対策本部を設置する。さらに警察・顧問・学生生活課・遭難者の家族にも連絡を入れる。
直後に計画されていた山行については全て中止とする。

遭難対策本部の行動
ⅰ)各係の設定
→本部長：遭難対策本部の指揮を執る。主将（不在時は副将）が行う。
　　連絡係：ⅱ)を行う。留守隊がやる。
　　記録係：基本的に主務だが、不在時はそれに限らない。

　　会計係：基本的に会計だが、不在時はそれに限らない。

ⅱ)情報収集活動と電話の応対(担当は連絡係)
・事故が起きた日時、場所、状況、怪我の状態の確認
・警察、学生生活課、顧問、家族、山小屋等と連絡を取り合い、新しい情報があったらそれを共有する。
・現地の天候、交通機関、捜索救助隊の宿泊施設などの確認。

・保険会社に問い合わせ

ⅲ)事故の解析、今後の行動の決定
・得られた情報から遭難したパーティーの今後の行動を予測し、それに応じた対応をとる。以下、捜索を必要とする場合を記述する。
ⅳ)捜索救助隊の組織

・警察の指示を仰ぎ捜索救助隊を組織し、装備分け、活動資金の支給(遭難対策費より)を行う。

・捜索救助隊の派遣は、捜索内容に対して安全が確保できることが遭難対策本部により承認されることを必要とする。
・捜索救助隊にはアマチュア無線の免許を持ち、通信できる者がいるとよい。

・捜索救助隊が編成されたら、警察に、メンバーの技量、登山歴、装備、メンバーの連絡先、服装、アプローチに使用した車の登録番号などの詳しい情報を伝える。
ⅴ)捜索活動
・捜索救助隊は警察の指示に従って行動する。
・携帯電話及び無線により本部と密に連絡を取り合う

事後処理

・臨時リーダー会を開き、遭難事故を起こしたパーティーの同行者、可能なら当事者を招集し、事故発生の経緯、その後の対応、捜索活動などの事実関係を整理する。

・反省点、改善点、今後の方針なども踏まえた遭難事故報告書を作成する。

・会計係は遭難救助活動に費やした経費について、遭難対策費からの経費、保険請求による経費、当事者が負担する経費等を分類し、可及的速やかに精算処理を行う。会計報告書を作成し、遭難事故報告書に添付する。

・世話になった警察、学生生活課、救助の手伝いをしていただいた他パーティー、無線を拾ってくれた人などにお礼の挨拶と遭難事故報告書の送付を行う。
３、遭難対策費と保険について

（規約23条および24条に基づく）

遭難対策費

・遭難対策費は、遭難などの緊急時に資金が必要となった際に備えて積み立てるものである。

・クラブ員は、以下の方法により遭難対策費を積み立てなければならない。

　P.Wは１人200円、合宿は１人300円を収め、会計報告書とともに提出する。

　※この場合の合宿とは5泊6日以上の山行、もしくはバリエーションにおける合宿のことである。

・遭難対策費の預金の名義は、筑波大学体育会ワンダーフォーゲルクラブである。

・遭難対策費の保管は、原則として会計責任者とする。

・緊急時の遭難対策費の運用については、臨時リーダー会で決定し、後日ミーティングで承認する。

・その他遭難対策費の運用は、クラブ費の運用に準ずる。

当クラブの保険

・当クラブが加入している保険は、準備され、リーダー会で承認された計画での事故にしか適用されない。よって、緊急連絡先への書類提出の不備があれば、最悪保険の対象外になってしまう。詳しくは日本山岳会の山岳共済会・一般共済のしおりを参考に。

・アプローチ中の事故も保険の対象になりうる。
2005年度　　作成　　　文責　29期主将　佐々木雅俊
2009年3月　　改訂　　遭難対策本部の行動について追記
2010年10月　改訂　　スライド予備日の名称廃止に伴う変更を反映
参考資料

ＨＯＷ　ＴＯ　無線

筑波大学剱岳遭難報告書p5-8

日本山岳協会　山岳共済会～一般共済のしおり～ p1-7

筑波大学体育会ワンダーフォーゲルクラブ2008年度遭難対策システム連絡網

日本ハイキング倶楽部遭難対策マニュアル
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